
24-1 

 
社会福祉法人福井県社会福祉協議会表彰規程施行細則 

 

 

（総 則） 

第１条  この細則は、社会福祉法人福井県社会福祉協議会表彰規程（以下「表彰規程」と

いう。）第 14条の規定に基づき、表彰に関する事項について定めるものとする。 

 

（役員の範囲） 

第２条 表彰規程第５条および第６条に規定する役員とは、次に掲げるものをいう。 

  （１）理事 

  （２）監事 

  （３）評議員 

 

（公務員の範囲） 

第３条 表彰規程第 5 条および第 6 条に規定する社会福祉法人・福祉施設、社会福祉協議

会、民間社会福祉団体等の役職員（現職）の表彰対象には、次の各号に定める公務員を

含めるものとする。 

  （１）地方公共団体の議会の議員 

  （２）ホームヘルパー 

２ 表彰規程第 5 条第 1 号ただし書に規定する「現業に従事する者」とは、福祉施設の専

任職員のことをいう。 

 

（社協、民間団体の範囲） 

第４条 表彰規程第５条に規定する「民間社会福祉団体等の役職員」には、共同募金会   

（県、市および支会、分会等。以下同じ。）の役職員は含まないものとする。 

 

（勤続、在職年数の算定） 

第５条 被表彰候補者の勤続、在職年数の算定は、次のとおりとする。 

  （１）勤続年数の算定時期は、原則として当該年度の４月１日現在で算定する。ただ 

し民生委員児童委員功労者に関しては、改選年度に限り１１月３０日現在で算定 

することができる。 

  （２）在職期間が中断されている場合は、その在職期間を通算するものとする。 

２ 在職期間の通算は、表彰規程およびこの細則に定める表彰対象の役職員の範囲とする。

ただし、常勤の公務員が社会福祉法人・福祉施設、社会福祉協議会、民間社会福祉団体

等の役職員を兼務している期間および共同募金会の役職員の期間は、在職期間の算定に

限り含めることができる。 

３ 非常勤の職員の場合は、次の算定方式によるものとする。 

勤続年数×非常勤職員の１月または１週間の勤務日数／常勤職員の１月または 

１週間の勤務日数 

 

（推薦書の様式） 

第６条 表彰規程第１４条第１項に基づく推薦は、次の各号に定める推薦様式による。 

  （１）民生委員児童委員功労表彰 様式１号 

  （２）福祉委員功労表彰 様式２号   

（３）社会福祉法人・福祉施設功労表彰 様式３号 
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  （４）社会福祉協議会、民間社会福祉団体等功労表彰 様式４号 

  （５）社会福祉協議会優良活動表彰 様式５号 

  （６）民生委員児童委員協議会優良活動表彰 様式６号 

  （７）ボランティア優良活動表彰 様式７号 

 

（推薦書の作成要領） 

第７条 推薦書の作成は、次の要領によるものとする。 

  （１）推薦書は、１件ごとに推薦者の記名押印を行うこと。 

（２）記載する文字、数字はすべて「楷書」で明記すること。また、氏名には「ふり 

がな」を付記すること。 

  （３）表彰の区分ごとに推薦順位を付すること。 

  （４）生年月日は必ず年号を記入し、年齢は４月１日現在によること。 

  （５）職業は、生活の根拠となるものを記入し、いわゆる「名誉職」ではないこと。 

  （６）在職年数、勤続年数は、社会福祉に関係のあるもののみを記入すること。 

  （７）既住における表彰の有無は、受賞年月日、表彰名、功績名（社会教育、自治功 

労等）等を明記すること。 

  （８）功績の内容は、明確に箇条書きにすること。 

 

（表彰選考委員会） 

第８条 表彰選考委員は、随時会長が招集する。 

２ 表彰選考委員会は次の各号に掲げるものの中からそれぞれ若干名を委嘱する。 

  （１）本会の理事 

  （２）関係行政機関 

  （３）社会福祉施設 

  （４）学識経験者 

  （５）その他会長が必要と認める者 

３ 表彰選考委員会に、委員の互選による委員長を置く。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（決 定） 

第９条 表彰選考委員会の答申を受けた場合、会長は速やかに決定し、推薦者に通知し   

なければならない。 

 

（取り消し） 

第１０条 次の各号に定める要件に該当する場合には、会長は前条による決定を取り消    

すことができる。 

   （１）前条による決定後、当該年度において県知事表彰と重複することが明白とな    

ったもの。 

   （２）前号に掲げる事由以外の事由により、表彰または感謝状を贈呈することが適    

当でないと認められるとき。 

 

 

 

 

     付   則 

この規程は、昭和５４年４月１日から施行する。 
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     付   則 

この細則は、平成元年６月２６日から施行する。 

 

     付   則 

この細則は、平成２年４月１日から施行する。 

 

     付   則 

この細則は、平成４年４月１日から施行する。 
 

付   則 

この細則は、平成２６年４月１日から施行する。 
 

付   則 

この細則は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

付   則 

この細則は、平成３０年４月１日から施行する。 
 

付   則 

この細則は、令和５月４月１日から施行する。 


